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　任期満了に伴う「農業委員会委員
一般選挙」を実施します。
■告示日＝９月２日㊐。
■投票日＝９月９日㊐ 午前７時から
午後５時まで。
■投票できる人＝平成24年１月１日
現在で調製し、同３月31日に確定
した天草市農業委員会委員一般選
挙人名簿に登録されている人。
■投票所＝市内63カ所（選挙人名簿
に登録されている人に送付する「入
場券」に記載しています。ご確認
ください）。
■持ってくるもの＝投票所入場券。

【問い合わせ先】本庁・選挙管理委員会事務局（内線1162）

農業委員会委員一般選挙を実施します

選挙区 地 区

第１

第２

第３

第４

第５

第６

場　 所 期間・時間

　市では、介護の知識・技術などを学び、要介護
状態にある人の悪化を防ぐことを目的に、「家族
介護教室」を次の事業所に委託して実施します。
　介護をしている人、介護に興味のある人など、
お気軽にご参加ください。
▶参加料＝無料。

▶申込方法＝電話で各施設（下記参照）へお申
し込みください。

※先着順。
※内容の詳細や送迎の有無に
ついては、各施設へお尋ね
ください。

□家族介護教室の日程など

▲ロゴマーク

▲シカによる
　剥皮被害
（県内の状況）

開催日時 申込締切日場　　所 定 員 申し込み・問い合わせ先

「家族介護教室」に参加しませんか「家族介護教室」に参加しませんか

内　　容

15人

30人

15人
９月30日㊐
10：00～12：00

～排泄ケアと知っておきたい介護保険～
排泄ケアのビデオ鑑賞、オムツ紹介、
実技（オムツのあて方、体位交換、移
乗）

～楽しい介護～
認知症について、介護実技について

～介護者の心構えについて、介護保険
の活用法、腰痛予防～
介護を行ううえでの注意点、介護者疑
似体験、腰痛予防体操

30人
９月16日㊐
9：30～11：30 ９月12日㊌

９月13日㊍

９月10日㊊

９月15日㊏

～認知症についての正しい理解と接し
方について～
認知症について、関わり方と介護保険
利用のしかた

市社会福祉協議会
新和支所

☎463770

市社会福祉協議会
牛深支所

☎722904

特別養護老人ホーム
慈晃園

☎㉓6610

グループホーム
くすのき

☎㉗5402

福本医院デイ
ケアセンター
（楠浦町）

牛深老人福祉
センター
（牛深町）

特別養護老人
ホーム 慈晃園
（佐伊津町）

新和高齢者生
活福祉センター
（新和町）

９月20日㊍
13：30～15：30

９月17日㊊
13：30～15：30

せつ

□期日前投票日程

本庁・南側玄関

牛深支所

有明町民センター

栖本支所

御所浦・倉岳支所

五和支所

河浦支所

新和・天草支所

本 渡

牛 深

有 明

栖 本
御所浦
倉 岳

五 和

河 浦
新 和
天 草

9/3㊊～8㊏ 8：30～20：00

9/6㊍～8㊏ 8：30～17：00

9/3㊊～8㊏ 8：30～20：00

9/6㊍～8㊏ 8：30～17：00

　

児
童
扶
養
手
当
法
の
改
正
に
よ

り
、
８
月
１
日
か
ら
新
た
に
父
ま

た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
の
Ｄ
Ｖ
保

護
命
令
を
受
け
た
児
童
も
、
支
給

要
件
と
し
て
追
加
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

　

同
手
当
を
受
給
す
る
に
は
、
申

請
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
事
前
に
本
庁
・
子
育
て
支
援

課
ま
た
は
牛
深
支
所
・
市
民
福
祉

課
、
そ
の
他
の
支
所
担
当
課
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

※

詳
細
は
本
庁
・
子
育
て
支
援
課

（
内
線
１
１
７
４
）
へ
お
尋
ね

く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
、
平
成
24
年
度
か
ら
同

26
年
度
に
か
け
て
天
草
農
業
振
興

地
域
整
備
計
画
の
全
体
見
直
し
を

行
い
ま
す
。

　

こ
の
見
直
し
は
、「
農
業
振
興

地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」
に

基
づ
き
、
農
業
の
総
合
的
な
振
興

を
図
る
た
め
、
10
年
先
を
展
望
し

た
計
画
を
策
定
す
る
も
の
で
す
。

　

こ
の
全
体
見
直
し
に
伴
い
、
現

在
年
に
２
回
受
け
付
け
て
い
る
同

計
画
の
個
別
の
変
更
申
請
（
農
用

地
区
域
か
ら
の
除
外
、
農
用
地
区

域
へ
の
編
入
、
農
業
用
施
設
用
地

へ
の
用
途
変
更
）
に
関
す
る
受
け

付
け
を
次
の
と
お
り
一
時
休
止
し

ま
す
。
農
用
地
区
域
の
変
更
を
検

討
し
て
い
る
人
は
、
早
め
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

▼
個
別
変
更
申
請
受
付
期
限
＝
平

成
24
年
下
期
分
ま
で
受
け
付
け

ま
す
。
期
限
は
10
月
18
日
㊍
ま

で
。

▼
休
止
期
間
＝
10
月
19
日
㊎
か
ら

全
体
見
直
し
の
完
了
ま
で
。

※

計
画
の
全
体
見
直
し
は
、
平
成

27
年
３
月
の
完
了
予
定
で
す
。

再
開
に
つ
い
て
は
、「
市
政
だ

よ
り
天
草
」
な
ど
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

※

詳
細
は
本
庁
（
別
館
）・
農
業

振
興
課
（
内
線
２
５
８
７
）
へ

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

県
と
県
内
の
市
町
村
で
は
、
平

成
25
年
度
か
ら
法
定
要
件
に
該
当

す
る
す
べ
て
の
事
業
主
に
、
個
人

住
民
税
の「
特
別
徴
収
」
を
実
施

し
て
い
た
だ
く
た
め
の
準
備
を
進

め
て
い
ま
す
。

　

事
業
主
は
す
べ
て
の
従
業
員
の

給
与
か
ら
個
人
住
民
税
を
特
別
徴

収
す
る
こ
と
が
法
律
で
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
す
で
に

県
内
の
30
市
町
村
で
は
、
同
25
年

度
か
ら
の
特
別
徴
収
全
指
定
に
先

が
け
て
、
今
年
度
か
ら
全
指
定
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象
と
な
る
事
業
所
（
特
別
徴

収
義
務
者
）＝
所
得
税
の
源
泉

徴
収
を
行
っ
て
い
る
事
業
所
と

同
じ
で
す
。

※

新
た
に
対
象
と
な
る
事
業
所
に

は
、
平
成
24
年
中
に
特
別
徴
収

義
務
者
指
定
予
告
通
知
、
同
25

年
５
月
に
特
別
徴
収
義
務
者
指

定
通
知
と
税
額
通
知
書
を
送
付

す
る
予
定
で
す
。

▼
対
象
と
な
る
人（
給
与
所
得
者
）

＝
前
年
中
に
所
得
が
あ
り
住
民

税
が
課
税
さ
れ
る
人
で
、
４
月

１
日
に
お
い
て
、
特
別
徴
収
義

務
者
か
ら
給
与
の
支
払
い
を
受

け
て
い
る
人
（
退
職
者
な
ど
特

別
徴
収
が
で
き
な
い
人
は
除
き

ま
す
）。

※

特
別
徴
収
と
は…

事
業
主
が
所

得
税
の
源
泉
徴
収
と
同
じ
よ
う

に
、
従
業
員
に
代
わ
り
、
毎
月

従
業
員
に
支
払
う
給
与
か
ら
個

児
童
扶
養
手
当
の

支
給
要
件
の
追
加
に
つ
い
て

就
業
構
造
基
本
調
査
に

　
　
　
　
　
　

ご
協
力
を

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
全
体
見
直
し
に

伴
う
個
別
見
直
し
の
休
止
に
つ
い
て

事
業
主
の
皆
さ
ん
、
個
人
住
民
税

は
特
別
徴
収
で
納
め
ま
し
ょ
う

シ
カ
を
見
た
ら

　
　
　
　
　

ご
一
報
を
！

人
住
民
税
を
給
与
天
引
き
し
、

納
入
す
る
制
度
で
す
。

※

詳
細
は
本
庁
・
市
民
税
課
（
内

線
１
１
４
３
）
ま
た
は
天
草
地

域
振
興
局
・
税
務
課
☎
㉒
４
３

７
０
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

総
務
省
統
計
局
で
は
、
10
月
１

日
現
在
で
、
就
業
構
造
基
本
調
査

を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
就
業
構
造
を
全

国
だ
け
で
な
く
、
地
域
別
に
も
詳

細
に
明
ら
か
に
し
、
雇
用
政
策
、

経
済
政
策
な
ど
の
基
礎
資
料
を
得

る
こ
と
を
目
的
に
行
わ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
対
象
に
な
っ
た
調
査
区

を
（
市
内
30
調
査
区
）
９
月
上
旬

か
ら
「
調
査
員
証
」
を
携
帯
し
た

統
計
調
査
員
が
訪
問
し
、
調
査
し

ま
す
の
で
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

※

詳
細
は
本
庁
・
企
画
課
（
内
線

１
３
１
３
）
へ
お
尋
ね
く
だ
さ

い
。

　

皆
さ
ん
は
、
天
草
地
域
に
シ
カ

が
生
息
し
て
い
る
の
は
ご
存
知
で

す
か
。

　

昨
年
度
か
ら
目
撃
情
報
が
相
次

い
で
い
ま
す
。県
内
の
一
部
で
は
、

農
業
や
林
業
、
森
林
環
境
に
被
害

を
与
え
て
お
り
、
平
成
22
年
度
の

県
内
に
お
け
る
シ
カ
の
農
作
物
被

害
額
は
２
、６
２
５
万
円
（
林
業

被
害
額
は
算
定
な
し
）、
捕
獲
頭

数
は
１
万
４
、４
０
１
頭
に
の
ぼ

り
ま
し
た
。

　

シ
カ
を
見
か
け
た
ら
、
天
草
地

域
振
興
局
・
林
務
課
へ
連
絡
を
お

願
い
し
ま
す
。

※

詳
細
は
天
草
地
域
振
興
局
・
林

務
課
☎
㉒
４
３
１
６
ま
た
は
本

庁
（
別
館
）・
農
林
整
備
課
（
内

線
２
７
０
０
）
へ
お
尋
ね
く
だ

さ
い
。


